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国立大学医学部長会議常置委員会からの要望書 

 

内閣総理大臣   麻生 太郎 殿 

財務大臣     与謝野 馨 殿 

財政制度等審議会長 西室 泰三 殿 

国立大学医学部長会議常置委員会 

委員長  安田 和則（北海道大学） 

副委員長 馬場 忠雄（滋賀医科大学） 

顧問   前川 剛志（山口大学） 

常任幹事 清水 孝雄（東京大学） 

常任幹事 大野 喜久郎（東京医科歯科大学） 

常任幹事 中谷 晴昭（千葉大学） 

委員   嘉山 孝正（山形大学） 

委員   内山 聖 （新潟大学） 

委員   宮脇 利男（富山大学） 

委員   玉置 俊晃（徳島大学） 

委員   松山 俊文（長崎大学） 

委員   寺尾 俊彦（浜松医科大学） 

委員   原田 信志（熊本大学） 

 

1. 今般、財政制度等審議会（以下、審議会）の答申を受けて、財務省は平成 22 年度

予算編成における医療および医学教育に関する方針を打ち出した。しかし、それに

向けた平成 21 年４月 26日付けの審議会の議事録や議事要旨等を検証すると、すで

に公表されている財務省の医療委員会や厚生労働省の各種委員会での資料を全く

用いることなく審議会の議論が行われ、科学的な証拠を持たない意見や合理的とは

言えない海外資料の解釈が採用されていると言わざるを得ないことは遺憾である。

例えば、これまでの審議会の議事録において、産科医の不足を解消するためには産

科医のみを育てる大学医学部を創成する可能性が指摘されているが、世界にそのよ

うな大学医学部は存在しないことから明らかなように、これは医学の本質を理解し

ない方針と言わざるを得ない。一つの臨床科の適切な医療は、人体の全ての生理的

および病理的営みとそれに対する医療の全体を理解しなければ行えないのである。

国立大学医学部長会議常置委員会は、医療および医学教育の現場における事実を正

当に認識しない議論によって平成 22 年度予算が編成され、今後の国策の策定を誤

ることを危惧し、ここに要望書を提出する。また医療および医学教育に関する重大

な政策の方向性の全てを財政制度等審議会が決定することには疑問を呈さざるを

得ない。 
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２．国立大学医学部長会議常置委員会は平成 22年度予算編成において以下を 

要望する。 

 

１）低医療費政策を改め、医療費を国際水準まで引き上げるべきである。現在の医療を

取り巻く問題の根本の一つは、日本の医療費が国際的にみて先進国（OECD 加盟 30カ

国）の中で 21位と低位にあるという事実にあり（資料１）、この事実を国民に提示し、

本質に迫る政策の議論を行うべきである。医療費を先進国並に増額しなければ医療崩

壊はさらに進行すると考える。なお財政制度等審議会では、現在の医療費の配分の重

点を開業医から勤務医に移行するべきと答申しているが、それは根本的解決策ではな

い。例えば、開業医の収入の内容（資料２）や開業医と他の職業の生涯収入の比較に

関する事実を国民に開示して議論をすべきである。 

 

２）現在、本邦の人口 1，000 人当たりの医師数は、OECD 加盟 30 か国中 26 位の低水準

にあり（資料３、４）、この人口当たりの医師数を国際水準まで引き上げるべきであ

る。そのためには国立大学医学部入学定員を計画的に増員する必要がある。この時、

医学部教育の質を維持することは必須である。それには学生当たりの医学部教職員数

を国際水準まで増員し、また定員増に見合った教育施設の整備、教育経費の措置が必

要である。現在、日本の高等教育費は OECD 加盟 30 カ国中 28 位という低水準にある

（資料５）。このままでは医療の高い質を維持することは困難であり、昭和 31 年に制

定された大学設置基準（資料６）を見直し、高等教育費を国際水準に増額することを

要望する。しかし審議会の建議によれば、国立大学の運営費の削減と成果主義は今後

さらに推し進められる必要があると提言されており、遺憾である。現在の水準の国立

大学の運営費が今後さらに削減されれば、日本の教育および研究は確実に崩壊すると

考えられる（資料７）。 

 

３）医師の適正配置に関して審議会が提言する規制的手法は導入されるべきではない。

専門職に強制や規制を強化すれば、その社会や業務が健全に機能しなくなることはギ

リシア・ローマ以来の歴史が証明している。審議会答申では開業の地域規制の例とし

てドイツの例を提示しているが、ドイツは他の種々の点で社会基盤が異なる上での開

業医の規制であることは議論されていない。例えばドイツでは開業するのにホームド

クターとしての専門医資格が必要であり、また州立大学医学部に教授が個人ベッドを

持っている、などの現状がある。もし国家の医療制度をドイツに習うのであれば、全

ての制度をドイツと同じにしなければ、その制度は機能しない。また、米国の学生は

国費の補助を受けてはいないという指摘があるが、ほとんどの学生は供与制の奨学金

を受けているという事実は無視されている。海外の制度の一部を移入する議論は、各
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国の社会基盤の相違を踏まえて行われなければならない。医師に限らず、全ての学生

の教育はその一部を国税によって賄われているが、国立大学医学部における教育には

国税を使っているので学生の専門の決定や配置に関しては規制が導入されてもよい

という意見は、基本的人権の見地から見ても誤りである。 

 

４）大学病院の借入金（医学部のある 42国立大学全体で 1,003,511,324,000 円）を解

消することを要望する。本来、国立大学が法人化された時に解消すべきであった借入

金を、現在、国立大学では医療費から返金しており、国立大学法人経営の大きな足枷

となっている。過去の良い例として、国立がんセンター等の国立病院の法人化に際し

ては、与謝野財務大臣の英断で借入金が大幅に減額された事実がある。国立大学病院

の借入金も国立病院のそれと同じ構図でできたものであるから、全国の国立大学の借

入金の解消も可能であると考える（資料８，９）。 

 

平成 21年 6月 12 日 
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               資料 ７ 



国立大学の借入金
42国立大学（医学部のある大学）

1,003,511,324,000円
北大；24,458,614,000円
東北；52,640,349,000円
東大；67,924,839,000円
名大；50,025,829,000円
京大；28,805,769,000円
阪大；36,851,824,000円
九大；62,739,056,000円

大分大学；5,394,598,000円

(山形大学；12,672,287,000円)
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